
独
立
行
政
法
人
に
係
る
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
国
土
交
通
省
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決

議

平
成
二
十
七
年
四
月
十
六
日

参

議

院

国

土

交

通

委

員

会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
に
よ
る
近
接
地
へ
の
建
替
事
業
等
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
居
住
者
の
声
を
十
分
に
聴
く

と
と
も
に
、
居
住
者
の
居
住
の
安
定
の
確
保
及
び
良
好
な
ま
ち
づ
く
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
・
活
性
化
が
な
さ
れ
る
よ

う
配
慮
す
る
こ
と
。

二

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
賃
貸
住
宅
に
つ
い
て
は
、
居
住
者
の
高
齢
化
が
進
ん
で
い
る
状
況
を
踏
ま
え
、
バ
リ
ア

フ
リ
ー
化
や
地
域
の
医
療
福
祉
拠
点
の
形
成
に
係
る
取
組
を
一
層
促
進
す
る
と
と
も
に
、
子
育
て
世
帯
、
高
齢
者
世
帯
な
ど

多
様
な
世
帯
が
共
生
で
き
る
良
好
な
居
住
環
境
の
整
備
に
努
め
る
こ
と
。
ま
た
、
低
所
得
の
居
住
者
が
安
心
し
て
住
み
続
け

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
家
賃
の
設
定
及
び
変
更
に
当
た
っ
て
は
、
居
住
者
に
と
っ
て
過
大
な
負
担
と
な
ら
な
い
よ
う

留
意
す
る
こ
と
。

三

独
立
行
政
法
人
海
技
教
育
機
構
及
び
独
立
行
政
法
人
航
海
訓
練
所
の
統
合
に
当
た
っ
て
は
、
近
年
の
内
航
船
員
の
著
し
い

高
齢
化
や
外
航
日
本
人
船
員
の
減
少
に
よ
り
、
日
本
人
船
員
の
育
成
・
確
保
が
重
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
日
本
人

船
員
の
増
加
に
資
す
る
体
制
の
強
化
や
支
援
措
置
の
充
実
な
ど
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


